
番　号 市 町 村 名 集 落 名 集落の存する「大字」名

1 日 立 市 留 留町

2 〃 山 部 山部，友部

3 土 浦 市 手 野 手野町，木田余

4 〃 沖 宿 沖宿町

5 〃 常 名 常名

6 〃 右 籾 右籾

7 結 城 市 江 川 ※２結城，上成，田間，武井，江戸新宿，江川大町

8 〃 絹 川 小森，久保田

9 〃 山 川 山川新宿，今宿，芳賀崎，山王，古宿新田，浜野辺

10 〃 小 田 林 小田林

11 常 総 市 三 妻 中妻，三坂

12 取 手 市 山 王 山王

13 ひたちなか市 枝 川 ※１枝川

14 鹿 嶋 市 豊 郷 須賀，沼尾

15 〃 豊 津 大船津

16 〃 高 松 栗生，木滝

17 守 谷 市 大 野 野木崎

18 那 珂 市 額 田 額田南郷，額田東郷，額田北郷

19 〃 静 静，下大賀

20 筑 西 市 折 本 折本

21 〃 飯 島 飯島，下平塚，伊讃美

22 〃 五 所 宮 五所宮，山崎，森添島

23 〃 西 方 西方

24 〃 中 上 野 中上野，赤浜

25 〃 小 栗 小栗

26 稲 敷 市 佐 倉 佐倉

27 〃 高 田 高田，椎塚，桑山

28 〃 君 賀 芳賀，松山，上君山，下君山

29 〃 沼 田 沼田

30 〃 根 本 上根本，下根本

31 〃 下 太 田 下太田，太田，堀川

32 かすみがうら市 深 谷 深谷

指 定 既 存 集 落

※網掛けは事務処理市　事務処理市の付議基準（茨城県開発審査会への）による。



番　号 市 町 村 名 集 落 名 集落の存する「大字」名

33 かすみがうら市 中 志 筑 中志筑，上志筑

34 桜 川 市 樺 穂 下小幡，長岡

35 〃 椎 尾 東山田，北椎尾，南椎尾

36 神 栖 市 矢 田 部 矢田部

37 〃 別 所 荒波，別所，高野，松本，内手，芝，仲舎利

38 つくばみらい市 福 岡 福岡，台

39 茨 城 町 海 老 沢 海老沢，宮ヶ崎

40 〃 飯 沼 木部，飯沼，上飯沼，下飯沼，下土師

41 大 洗 町 祝 町 磯浜町

42 〃 夏 海 成田町，神山町

43 美 浦 村 舟 子 舟子，※３木原

44 〃 郷 中 ※４木原，※５請領，※６宮地，※７茂呂，※８大須賀津

45 〃 土 屋 土屋

46 〃 大 谷 大谷

47 〃 土浦・大山 土浦，馬見山，大山

48 阿 見 町 吉 原 吉原

49 八 千 代 町 西 豊 田 沼森，貝谷，川尻，今里，本郷

50 〃 安 静 蕗田，芦ヶ谷

51 〃 下 結 城 平塚

52 〃 川 西 小屋，大里，久下田，坪井

計 ２ ０ 市 町 村 ５ ２ 集 落

　　 ※６．大字宮地は，後田，岩前，郷中，請領前，宮久保，八幡窪，八幡久保の各字に限る。

　　 ※７．大字茂呂は，椎木谷津，馬場，別所，花立，栗久保，台下，小馬様，栗山作，天王，茂呂台，天神，
　　　　　　深山，まかとの各字に限る。

　 　※８．大字大須賀津は，宮後，椎木谷津の各字に限る。
　 　※９．名称については，指定時点の名称。

   　※２．大字結城は，字作の谷，字屋志田，字角田，字流，字水口，字山合，字庚塚，字山下，字屋敷付，
　　　　　　字又保，字陣場，字尾崎道，字高札前，字境木，字永志辺，字向原に限定する。

　 　※３．大字木原は，渡戸，居継，角方の各字に限る。

　 　※４．大字木原は，南内，田迎，迎平，椎木谷津，椎の木谷津，宮窪，門前，宮，馬場先，宮馬場，栗山
　　　　　　作，天王後，永蔵前，岩久保，勘丈坂，天王，原，中道，荒地，摩加院，摩加陀，行竹，清月，平
　　　　　　塚，猫子，沢田の各字に限る。

　 　※５．大字請領は，下池，宮下，峯，太田川，峯ノ角，宮平，堂久保，高田，藤ノ下，清水，横田，宮地
　　　　　　台，後田，本倉後田，下道，高山，高山角，高山門，高山坪，前田，久根下，香取，茂呂下，新命，
　　　　　　如来寺後田，お茶えん，志ぎ内の各字を除く。

［注］　１．集落の存する「大字」内に含まれ，3haの区域に24戸以上の建築物が存する地内を指定既存集落と
　　　　　　する。

　　　　２．優良農地は，指定既存集落に含まれない。
　 　※１．河川改修予定区域を含まない。


